
「
払
え
る
国
保
税
」
に

厚
生
労
働
省
は
「
保
険
料
の
減

免
措
置
を
拡
大
し
た
こ
と
」
が
収
納

率
の
向
上
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

本
市
で
の
対
象
者
と
金
額
は
。

非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る
軽

減
は
、
平
成
22
年
度
は
5
8
3
世
帯

で
約
4
3
0
0
万
円
、
平
成
23
年
度

は
3
7
2
世
帯
で
約
2
9
0
0
万
円

に
な
っ
て
い
る
。

国
保
会
計
が
大
き
く
黒
字
に

な
っ
た
こ
と
、
平
成
19
年
度
末
に
約

46
万
円
で
あ
っ
た
基
金
残
高
が
5
億

円
を
超
え
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
国
保

税
の
引
き
下
げ
を
求
め
る
。

法
定
外
の
一
般
会
計
繰
入
を
実

施
し
、
こ
れ
に
よ
り
被
保
険
者
の
負

担
軽
減
が
図
ら
れ
て
い
る
。
剰
余
金

も
、
こ
う
し
た
繰
入
結
果
と
し
て
出

た
も
の
で
あ
り
、
直
ち
に
引
き
下
げ

に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
。

「
資
産
割
」
の
縮
小
・
廃
止
を

国
保
税
課
税
基
準
と
し
て
の

「
資
産
割
」
は
、
市
外
の
土
地
・
建

物
や
金
融
資
産
な
ど
が
評
価
さ
れ

ず
、
加
入
者
の
資
産
を
正
し
く
評
価

す
る
も
の
で
な
く
、
課
税
基
準
と
し

て
適
切
で
な
い
の
で
は
。

本
市
の
資
産
割
の
税
率
は
38
・

6
%
で
、
県
内
14
番
目
と
決
し
て
高

く
な
い
。
国
保
の
広
域
化
の
中
で
検

討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
現
段

階
で
は
廃
止
・
縮
小
は
考
え
て
い
な

い
。

浅
田 

二
郎 

議
員

メ
デ
ィ
カ
ル
パ
ー
ク
構
想
へ

取
り
組
む
べ
き

医
療
機
関
の
立
地
を
工
夫
す
る

こ
と
に
よ
り
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
供

給
の
効
率
化
と
地
域
の
活
性
化
に
向

け
た
取
り
組
み
と
し
て
、
メ
デ
ィ
カ

ル
パ
ー
ク
（
開
業
医
の
集
積
）
事
業

へ
の
取
り
組
み
が
必
要
と
考
え
る
が

ど
う
か
。

本
市
の
医
療
の
充
実
が
図
ら
れ

る
と
考
え
る
の
で
、
中
東
遠
総
合
医

療
セ
ン
タ
ー
、（
仮
称
）
袋
井
市
立

聖
隷
袋
井
市
民
病
院
開
院
後
に
、
実

施
に
向
け
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

医
療
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化
と
地

域
住
民
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
に
は
、
医
療
と
ま
ち
づ
く
り
を
融

合
さ
せ
る
制
度
設
計
が
必
要
と
考
え

る
が
ど
う
か
。

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り
の
う

え
で
、
医
療
・
介
護
の
観
点
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
前
向
き
に
検
討

し
、
で
き
る
こ
と
か
ら
進
め
て
い
き

た
い
。

継
ぎ
目
の
な
い

歯
科
医
療
体
制
が
必
要

高
齢
者
、
要
介
護
者
あ
る
い
は

障
害
者
の
中
に
は
、
様
々
な
要
因
か

ら
治
療
の
受
診
に
結
び
つ
か
な
い
場

合
が
多
く
見
ら
れ
る
。
継
ぎ
目
の
な

い
歯
科
医
療
体
制
の
整
備
が
必
要
で

は
な
い
か
。

引
き
続
き
、
歯
科
医
師
会
と
の

連
携
を
図
り
な
が
ら
対
応
し
て
い

く
。

髙
木 

清
隆 

議
員

国保事務を行っている市民課国保年金係の窓口

市内のメディカルパーク

市議会だより
H24.11.1■ No.38

ふくろい

市政に対する 一 般 質 問

9


